
 

 

電子申告データより 
「個人住民税（特別徴収）の納付情報の発行依頼」 

 

 

ダイレクト納付をおこなう前に、「納付情報発行依頼」が必要です。 

『ｅ-ＰＡＰ給与計算』の『給与明細入力』で入力している「住民税」の市区町村ごとの合計額を引

用し、「納付情報発行依頼」がおこなえます。 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

グループメニュー内『05．地方税 申告処理』⇒『41．納付情報発行依頼・納付』 

⇒『個人住民税（特別徴収）』の［個人住民税（特別徴収）］ 

①［個人住民税（特別徴収）］を選択します。 

②税理士の「利用者ＩＤ」でログインします。 

③【納付情報作成対象指定】が表示されます。 

≪納入対象年月期間≫   を参考に、「納入対象年度」を選択し、［開始］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④［Ｆ９:給与引用］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

例）令和２年５月分を納付する場合は、
“Ｒ１年度（Ｈ３１年度）”を選択
します。 
令和２年６月分を納付する場合は、
“Ｒ２年度”を選択します。 



 

 

⑤【給与引用選択】が表示されます。 

「引用元」を選択・入力し、［引用開始］を選択します。 

※「引用元」の選択や、住民税の徴収形態により、表示される画面が異なります。 

「引用元」が“毎月用”の場合        「引用元」が“半期特例用”の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ｅ-ＰＡＰ給与計算』で設定している住民税の徴収形態が“翌月徴収”の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥確認メッセージが表示されます。［はい］を選択します。 

入力している内容を削除後、引用されます。 

情報メッセージが表示されます。［ＯＫ］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

※納付先の市区町村がグループメニュー内『04．地方税 準備処理』⇒『33．提出先・申告税目 変

更』に登録されていない場合は、「納付情報発行依頼」がおこなえません。メッセージが表示

されます。 

『ｅ-ＰＡＰ給与計算』のグループメニュー
内『01．事前登録処理』⇒『31．会社情報登
録・訂正』【会社基本情報】の「住民税の徴
収形態」が“翌月徴収（６月住民税を７月に
徴収）”の場合に表示されます。 



 

 

 

 

⑦【納付納入金額一覧】に戻ります。 

「納付・納入金額入力（明細）」には、選択した月の住民税が市町村ごとに引用され、表示され

ます。確認し、［Ｆ１０：送信］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まとめ納付見出し」 
納付先がわかりやすいように入力します。 
初期値は、1行目の「納付先」他○件と表示
されます。 
 

［Ｆ７：明細修正］ 
金額を訂正したい場合に選択します。 

「納付・納入金額入力（明細）」 
『ｅ-ＰＡＰ給与計算』で出力できる『徴収住民税一覧表』の「市区町村名」「指定番号」「徴収額」
が、「納付先」「指定番号」「本税合計」に引用されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“半期特例用”の場合 
『ｅ-ＰＡＰ給与計算』で出力できる『徴収住民税一覧表』のうち、選択した期間の「徴収額」の
合計が引用されます。 

例）“令和２年６月～令和２年１１月”を選択した場合 
⇒令和２年６月～令和２年１１月の『徴収住民税一覧表』の

「徴収額」の合計が、納付先（市区町村）ごとに引用され
ます。 
また、「備考」に引用した期間が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
「納付対象年月」は、“R02/11”（令和２年１１月）が表示されます。 

 



 

 

 

 

⑧確認メッセージが表示されます。［はい］を選択します。 

情報メッセージが表示されます。［ＯＫ］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

『【地方税】メッセージボックス』 

税理士の「利用者ＩＤ」または顧問先の「利用者ＩＤ」でログインしてください。税理士の「利用

者ＩＤ」でログインした場合は、「表示切替」で“納税者宛て”を選択してください。 

・メッセージボックスに「納付情報発行依頼受付通知」

の受信通知が届きます。 

 

 

・納付がおこなえるようになると、メッセージボック

スに「納付情報発行結果」の受信通知が届きます。 

※「納付情報発行結果」には、＜ペイジー情報＞が

含まれているため、ペイジーを利用して、納付で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10．納付情報の確認・納付（ダイレクト納付） 

発行した納付情報を基に、ダイレクト納付をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

グループメニュー内『05．地方税 申告処理』⇒『41．納付情報発行依頼・納付』 

⇒『法人都道府県民税・市町村民税』または『個人住民税（特別徴収）』の［納付情報の確認・納付］ 

①［納付情報の確認・納付］を選択します。 

②税理士の「利用者ＩＤ」でログインしてください。 

③【納付情報一覧】が表示されます。 

『絞り込み条件』欄を指定し、［検索開始］を選択します。 

④発行した納付情報が≪一覧≫に表示されます。 

「選」で、ダイレクト納付をおこなう手続きを選択（✓）し、［Ｆ１０：納付情報確認］を選択

します。 

※複数選択はおこなえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人都道府県民税・市町村民税（特別徴収）の場合 

 

絞り込み条件に該当する、 
「電子申告データより納付情報の発行依頼（Ｐ．８ 参照）」 
「見込・みなし納付の納付情報の発行依頼（Ｐ．１０ 参照）」 
「個人住民税（特別徴収）の納付情報の発行依頼（Ｐ．１３ 参照）」 
で、発行した納付情報が表示されます。 

・引き落としをおこなう口座（届出をおこなっている口座）に、「納付金額以上の残高」があ

ることを確認してから、ダイレクト納付をおこなってください。 

・ダイレクト納付は、ｅＬＴＡＸが利用可能な時間で、各金融機関がオンラインサービス提

供時間におこなえます。 

ｅＬＴＡＸホームページ：共通納税とは 

http://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/gaiyou/ 



 

 

 

 

⑤【納付情報確認】が表示され、発行した納付情報が確認できます。 

確認し、［Ｆ１０：ダイレクト納付］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥【ダイレクト納付指示】が表示されます。 

「支払口座一覧」「納付方法（今すぐ納付・納付日を指定）」を選択し、［Ｆ１０：送信］を選

択します。 

・すぐに納付する場合は、「納付方法」で“今すぐ納付”を選択します。 

・納付日を指定して納付する場合（納付予約）は、「納付方法」で“納付日を指定”を選択し、

納付日を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「支払口座一覧」 
ダイレクト納付口座振替として登録
している金融機関が表示されます。 

「納付方法」で、“納付日指定”を選択した場合 
 



 

 

 

 

⑦確認メッセージが表示されます。［はい］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ダイレクト納付の指示をおこなうと、【納付情報一覧】の「納付状況」が“ダイレク

ト済”、「納付方法」が“Ｄ納付”になります。 

［Ｆ１０：納付情報確認］を選択すると、【納付情報確認】が表示され、支払金額が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『納付情報（内容照会）』『明細情報』の印刷 ● 

［Ｆ９：出力指示］を選択すると、『納付

情報（内容照会）』『明細情報』が出力で

きます。 

顧問先へダイレクト納付をおこなったこ

とを連絡する場合などに使用できます。 

 

 
 



 

 

 

11．ダイレクト納付後の確認 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

『【地方税】メッセージボックス』 

税理士の「利用者ＩＤ」または顧問先の「利用者ＩＤ」でログインしてください。税理士の「利用

者ＩＤ」でログインした場合は、「表示切替」で“納税者宛て”を選択してください。 

 

メッセージボックスに「納付結果通知」が届きます。 

 

 

 

 

 

 

※ダイレクト納付が完了すると、【納付情報一覧】の「納付状況」が“納付済”になり

ます。 

［Ｆ１０：納付情報確認］を選択すると、【納付情報確認】が表示され、支払金額が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納付状況」 
納付済になります。 
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12．ペイジーを利用しての納付 

『電子申告連動』『見込・みなし納付』で納付情報の発行依頼をし、納付がおこなえるようになると、

メッセージボックスに「納付情報発行結果」が届きます。「選択のメッセージ内容」に、＜ペイジー

納付情報※＞が表示されていますので、ペイジーを利用して納付することができます。 

 

● ペイジー（    ）とは... ● 

税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、

パソコンやスマートフォン・携帯電話、ＡＴＭから支払うことができるサービスです。 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

『【地方税】メッセージボックス』 

「納付情報発行結果」のメッセージを確認します。 

［Ｆ５：ペイジー納付情報］を選択すると、『ペイジー納付情報』が出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

￥ 

 

 

 

 

 

 

『ペイジー納付情報』が出力できます。 
顧問先へ送付し、顧問先でペイジーを利
用して、納付することが可能です。 

ペイジーを利用して納付するために
必要な情報が表示されます。 


